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過去の経緯の確認 

（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

 （仮称）津市久居ホール整備事業の市の上位計画にお

ける位置づけと、昨年度実施した市内のホールの管理・運

営に係る調査検討業務報告書の再確認をしました。 

  また、これまでの経過を踏まえ、（仮称）津市久居ホー

ル整備基本計画第３章「求められる機能及び事業のあり

方」に基づき、機能や事業について議論を進めるため、過

去の津市自主事業実績、同基本計画検討委員会時に実

施した住民アンケートの結果を資料として提出しました。 

 

開催概要 

 会議名 第３回（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会 

 日 時 平成２６年１０月２２日（水）１２：００～１５：３０ 

 場 所 津リージョンプラザ２階 第１会議室 

 出席者 有識者委員４名及び事務局 

求められる機能及び事業のあり方について 

 ◎ 久居ホールの位置づけについて 

 「劇場、音楽等等の活性化に関する法律」（劇場法）施行後の文化ホールとして、施設の機能や事業のあり

方などの運営面からも施設規模について検討がされました。以下は、その中で出た意見です。 

津市総合計画 

住民アン

ケート 

市内ホール

調査報告 

 （仮称）津市久居ホール 

整備基本計画 

津市文化振興計画 

○基本的には市全域に寄与する文化ホールでありながら

も、久居地域のホールでもある、その両方を考慮しなけれ

ばならない。 

○これまでのホール主体の施設と違い、その以外の機能も

充実した、劇場法でいう「新しい広場」的な発想の施設に

しようとする点で、市内他の施設と少し違った視線で見る

必要がある。 

○他地域の文化ホール（リージョンプラザ、サンヒルズ安濃、

白山総合文化センター）と役割分担しながら、久居ホー

ルは本格的な劇場を指向することで、芸術文化の拠点施

設としてのみならず、地域活性化のための拠点施設にも

なれる。 



  今回は、過去の経過も含め、ホールとその他に求められる機能について、様々な視点で話し合

い、ホール機能については他地域の文化ホール状況とアンケート結果等から、多目的でありなが

らもパフォーマンス系を重視したホールという方向性が出されました。また、専用人材の必要性

についても確認されました。次回は、本日議論された機能と、具体的な空間的制約との突合を図

り検討を進めたいと思います。         

 

津市スポーツ文化振興部文化振興課 事業担当 

〒514-0056 津市北河路町１９番地１ メッセウイング・みえ内 

電話 059（229）3250   FAX 059（229）3247 

Email: 229-3250@city.tsu.lg.jp 

（仮称）津市久居ホール整備有識者委員会事務局 

 ホームページもご覧ください 
   http://www.info.city.tsu.mie.jp/

modules/dept1171/article.php?

articleid=817 

 

    

○練習室、憩いの場、特産物販売等で劇場を活性化

することで、ホールでの公演に来場する以外の来客

者を呼び込める施設にできる。 

○自由に使えるボランティアの溜まり場をつくると、皆集

まってきて、ボランティア活動が盛んになる。市民の

支えにより活性化すれば、文化施設も多様な事業が

できる。市民に愛されるために、ボランティアたちの溜

まり場は必要 

○観客も演じる方も「溜まり場」は必要。カフェも溜まり場

を作る手段のひとつ。ただし営業としては赤字。ギャ

ラリー等のアート展示や憩いの場として、地域の劇場

の役割と捉え、事業費等から補填が必要。 

○アートスペースを可変の設備にするには、費用対効

果からランニングコストの中でハードの費用をどれまで

軽減できるかどうかが大事なポイント 

○アートスペースに劇場としての機能と展示室としての機能を

双方に理想的な形で兼用することは難しい。リハーサル室

や練習室は平場なので、展示空間をそのような使用での兼

用は可能。 

○アートスペースは、衝立などの設置で美術芸術作品の展示

や写真展などができて、演劇、アトリエ公演、ダンス公演、映

画上映会もできる、自由なレイアウトができ、自由に使える

空間を作ることを提案。 

○整備基本計画では、ギャラリーとしてスペースの確保が求め

られている。アートスペースという発想は、そのスペースを

ギャラリーとして頻繁に使うこともないであろうから、その間、

多機能に利用が考えられることからきており、その1つとして

規模的な面で小ホールとしても使えることを念頭に置くこと。 

 ◎ 久居ホールの特色について 

◎ アートスペースについて  ◎ 久居ホールの運営体制について 

○劇場の活性化と地域の活性化を同時に行うには、芸

術監督、館長、プロデューサー、技術監督も含めいか

に優秀な人たちを管理運営スタッフに雇用するかにか

かる。結局は、人次第、人が劇場をつくっていくのだと

思う。そのためには、現在想定されている指定管理者

制度の中で、いかに専門家を採用していくかということ

が問われる。  

○管理運営で言えば、舞台芸術の専門家集団が運営す

るアートＮＰＯは、劇場運営、事業プラン、予算交渉等

を含め、今日議論したことを実現できる組織だと思う。 

○運営組織のあり方で事務室の大きさが決まる。地域に

なくてはならない芸術文化の拠点施設となるために、

もっと専門的な人材がいるようなところとし、お互いがス

キルアップできる環境になれば良い。 

○「人、もの、金」という「ソフト、ハード、予算」を設置者側

の責任としてどのように保障していくのが今後の課題。 

○管理運営費は一般会計の0.1％～0.2％が必要。  

○音楽にしろ、演劇にしろ、１つの色に染めることは難しい。地

域の文化施設だけに、多様な方々が使うことを想定しなくて

はならない。 

○音楽を重視すると天井は演劇よりかなり高くなる。空間のボ

リュームと音場感は関係していて、小空間で同じ音楽を大

音量で流しても空間として許容できなくなり耳障りになる。あ

る程度高さを含めて空間のボリュームが効いてくる。 

○他地域の文化ホールの音響が良いものであれば、音楽は

同ホールにある程度任せて、久居の専用ホールは演劇や

ダンス、パフォーマンス系がよいと思う。 

○アンケート結果から電気音響を使った音楽とパフォーマンス

系の要望が多く、生音である吹奏楽と合唱とクラシックは、

演劇と同程度。その他の用途からも、響きを求めない伝統

芸能や電気音響を使うパフォーマンスが多い。 

○歌と踊り、バレエも含めてジャズダンスも含めて、クラシックか

らポップスまで全て歌える、ミュージカルが出来るような特

色を持たせることが可能。 

○舞台機能の全てが揃っていて、照明・音響など舞台のことを

高校生等が経験できる特色を持たせることも。 

○施策として、文化芸術に教育を絡めると、比較的理解が得

やすいと思う。 

◎ ホール機能について 

※パフォーマンス系 …音楽を除いた実演系 


